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(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第９期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業

の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期

第３四半期
連結累計期間

第10期
第３四半期

連結累計期間
第９期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (百万円) 129,578 139,852 172,041

経常利益 (百万円) 3,442 4,104 4,228

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,699 2,385 1,796

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,115 2,243 1,261

純資産額 (百万円) 66,331 67,385 66,477

総資産額 (百万円) 142,594 142,803 140,843

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 10.17 14.29 10.75

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 46.5 47.2 47.2

回次
第９期

第３四半期
連結会計期間

第10期
第３四半期

連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 5.36 6.56

２ 【事業の内容】
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当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、持ち直し傾向にあるものの、東日本大震災や、そ

れに伴う原発事故、電力供給の制約等の影響により、依然として厳しい状況にありました。

製油産業におきましては、主原料である大豆のシカゴ相場は、１ブッシェル当たり13～14米ドルの高

値で推移した後、欧州債務危機に端を発した投機筋の資金引き揚げ等が影響し、９～12月にかけて１ブ

ッシェル当たり11米ドルまで下落しましたが、期末には南米産地における天候懸念が影響して再び１ブ

ッシェル当たり12米ドルへ値を戻しました。菜種のウィニペグ相場も、大豆相場と同様の動きを見せ、

１トン当たり550～600加ドルの高値で推移した後に下落、期末には１トン当たり530加ドルへ値を戻し

ました。

このような環境の下、当社は、原料高騰に対し、価値に見合った製品価格を実現するため、得意先に

対し粘り強く理解を求めるとともに、生産効率の上昇、物流コストや販売促進費の削減といったコスト

ダウン活動に取り組みました。しかしながら震災による需要減や長引くデフレの影響により、価格改訂

については原料高騰を吸収する水準までには達していない状況にあります。また、震災・原発事故の影

響による配合飼料の需要悪化や安価な海外産ミールの流入等により、油脂の連産品であるミールの価格

が下落を続け、搾油採算を悪化させました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,398億52百万円（前年同四半期比7.9％増）、営

業利益は41億14百万円（前年同四半期比20.9％増）、経常利益は41億４百万円（前年同四半期比19.2％

増）となりました。四半期純利益は前年同四半期に計上した資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

がなくなったことに加え、法人税率変更に伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の取崩しを実施したこと

により、23億85百万円（前年同四半期比40.4％増）となりました。

当第３四半期連結累計期間におけるセグメントの営業概況は、次のとおりであります。

（製油事業）

油脂部門においては、価値に見合った製品価格の実現に取り組みました。

家庭用油脂は、「AJINOMOTO®健康サララ」と「AJINOMOTO®オリーブオイル」のテレビＣＭを行うとと

もに、各種雑誌とのタイアップイベントや料理教室の活用等、積極的な宣伝活動の下で付加価値商品の

拡販に努めた結果、販売数量は前年同四半期を下回ったものの、売上高は前年実績を確保しました。

業務用油脂は、価値に見合った製品価格実現への積極的な取り組みにより、売上高は前年同四半期を

上回りました。また、“長く使える”をコンセプトとした「長調得徳®」シリーズは、顧客の支持を受

けて堅調に推移しました。

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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加工用油脂は、顧客との取組強化を進めましたが、販売数量は前年同四半期をわずかに下回りまし

た。

マーガリン部門においては、家庭用マーガリンは、９月に発売した新製品「ラーマ ®バター好きのた

めのマーガリン」がバター不足も影響して好調に推移する等、販売数量は前年同四半期を上回りまし

た。業務用マーガリンは、被災地向けの製菓・製パン類の需要増やコンビニエンスストア向け菓子類の

需要増により、販売数量は堅調に推移しました。

油糧部門においては、安価な輸入大豆ミールの影響で大豆ミールの販売価格が下落したことに加え、

震災や原発事故の影響による飼料・肥料需要の減少等で大豆ミール・菜種ミールの需要も低迷し、販売

数量・売上高ともに前年同四半期を下回りました。

以上の結果、当事業の売上高（セグメント間の内部売上高を除く）は1,291億68百万円（前年同四半

期比8.4％増）、営業利益は60億93百万円（前年同四半期比11.2％増）となりました。

（その他）

飼料部門においては、被災地域からの需要増加や乳牛用配合飼料を中心とした広域での拡販活動によ

り、販売数量・売上高ともに前年同四半期を大きく上回りました。

スターチ部門においては、拡販を進めた米飯改質材「アミコート®」の販売数量が前年同四半期を上

回ったものの、震災後の需要減退の影響を受け、全体としては販売数量・売上高ともに前年同四半期を

下回りました。

健康食品部門においては、「豊年®大豆レシチン(顆粒)」がテレビで紹介され大きく販売数量を伸ば

したものの、震災以降サプリメント市場が減退する状況において、売上高は前年同四半期をやや下回り

ました。ビタミンＫ２（ＭＫ－７）は、売上高微増となりました。大豆蛋白を原料とするシート食品

「まめのりさん®」は、米国・カナダ向けに拡販し、売上高は順調に推移しました。

化成品部門においては、主たる需要家である建材業界では、震災の仮需要等により新設住宅着工戸数

が堅調に推移しましたが、石油化学系原料は大手化学メーカーの被災により一時的に大きく値上がりし

ました。このような状況の下、一部製品の価格是正の実施等により、売上高は前年同四半期を上回りま

した。

以上の結果、「その他」の売上高（セグメント間の内部売上高を除く）は106億83百万円（前年同四

半期比2.3％増）、営業利益は３億10百万円（前年同四半期比16.4％減）となりました。

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ19億59百万円増加し、1,428億３

百万円となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金が53億47百万円であります。主な減少は、たな

卸資産（合計）が10億14百万円、現金及び預金が２億83百万円、流動資産その他が３億83百万円、有形

固定資産が10億３百万円、投資その他の資産が５億86百万円であります。

負債は、前連結会計年度末と比べ10億51百万円増加し、754億17百万円となりました。主な増加は、

支払手形及び買掛金が19億16百万円、未払法人税等が５億89百万円、未払消費税等が６億４百万円、流

動負債その他が14億18百万円であります。主な減少は、借入金合計が22億46百万円、賞与引当金が４億

27百万円、災害損失引当金が２億38百万円、繰延税金負債が７億30百万円であります。

純資産は、前連結会計年度末と比べ９億７百万円増加し、673億85百万円となり、自己資本比率は前

連結会計年度末と同水準となりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な

変更および新たに生じた課題はありません。

（財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針）

当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容

等は次のとおりです。この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定

が支配されることにより当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されることを防止するための取組みと

して、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を導入しております。
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当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務および事業の

内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を

継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要と考えています。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意

思に基づいて行われるべきものと考えており、当社株式の大量取得であっても、当社の企業価値・

株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の

取締役会や株主が株式の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を

提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利

な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共

同の利益に資さないものも少なくありません。

特に、当社の企業価値の源泉は、主として、長年に亘って安全で高品質な商品を安定的に供給し

てきた実績から得られたお客様の信頼と、それを裏付ける技術力にあると考えておりますが、かか

る当社の企業価値の源泉に対する理解が必要不可欠です。当社株式の大量取得を行う者が、当社グ

ループの財務および事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解

した上で、それを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の

利益は毀損されることになります。

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財

務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対し

ては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必

要があると考えます。

当社の企業価値の源泉は、長年に亘って安全で高品質な商品を安定的に供給してきた実績から得

られたお客様の信頼と、それを裏付ける技術力にあると考えており、具体的には以下の６点を挙げ

ることができます。

(ⅰ) 安全で安心な製品に対する信頼

(ⅱ) 安全な製品を生み出す高度な技術力

(ⅲ) 安定供給による信頼

(ⅳ) 高付加価値・高品質の製品を生み出す研究開発力

(ⅴ) 長年培った販売力

(ⅵ) 従業員

当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も維持・発展させていくことが、企業価値ひいては

株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。また、当社の企業価値の源泉をさ

らに強固なものとするため、当社では、まず『ステークホルダー（取引先・社員・株主・社会）の

幸せを実現する』という基本理念を策定しております。

このような基本理念の下、当社は中期経営計画を策定することにより、企業価値の発展を図って

おります。

平成24年３月期を初年度とする３ヶ年計画である第三期中期経営計画においては、10年後を見据

えた『安定と成長 ２０２０』を基本方針とし、成熟市場である製油・油脂事業においては、(Ⅰ)

価値に見合う製品価格の実現、(Ⅱ)コストダウン、(Ⅲ)付加価値製品の開発と上市により、収益の

改善と安定を図るとともに、新規事業、海外油脂事業、食品・ファイン事業、化成品事業を新たな

成長軸と位置付け果敢に挑戦してゆくこととし、この両軸をもって、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

１. 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

２. 基本方針の実現に資する取組み

① 中期経営計画
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また当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上のための重要な仕組みとして、従来よりコ

ーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりました。

当社は経営効率化のために執行役員制度をとり、原則として月に３回開催される経営会議におけ

る意思決定に基づき各執行役員が業務を執行しております。業務執行および意思決定のうち重要な

ものについては、毎月開催される取締役会に付議・報告され、その監督に服するものとしておりま

す。

監査役会は、常勤監査役２名（うち社外監査役１名）・非常勤の社外監査役１名の３名からな

り、各監査役は、毎月開催される取締役会に出席して取締役の意思決定・業務執行を監視・監督し

ております。また、常勤監査役は経営会議にも出席し、取締役による業務執行を適法性・適正性の

観点から監視・監督しております。

このように当社では、経営上の意思決定および業務執行につき、取締役会および監査役会による

監視・監督により、適法かつ適正な業務執行が行われるような仕組みをとっておりますが、今後更

にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させていく所

存であります。

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本対応策」といいます。）は、

当社株式の大量取得行為が行われる場合の当社における手続を定め、このような大量買付に応じる

か否かを株主の皆様が適切に判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するため

に必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、買付者等との交渉の機会を確保することにあり

ます。

これにより、当社の企業価値の源泉である、長年に亘って安全で高品質な商品を安定的に供給し

てきた実績から得られたお客様の信頼と、それを裏付ける技術力等が害されることを防止し、当社

の企業価値および株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。

本対応策は、有事の際に対抗措置を発動する可能性を事前に予告する事前警告型買収防衛策で

す。具体的には、次のような内容を有しています。

(ⅰ) 当社が発行者である株券等について20%以上の買付その他の取得等を行うことを希望する買

付者等は、あらかじめ買付等の内容の検討に必要な情報を当社に対して提出していただきま

す。

(ⅱ) 独立委員会は、当社取締役会に対し、上記買付等の内容に対する意見や根拠資料、これに対

する代替案（もしあれば）等を提出するよう求めることができます。

※独立委員会は、当社社外取締役、当社社外監査役または社外の有識者（実績ある会社経営

者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者ま

たはこれらに準ずる者）で、当社経営陣から独立した者のみから構成されます。

(ⅲ) 独立委員会は、買付者等や当社取締役会から情報を受領した後、必要に応じて外部専門家等

の助言を得た上で、買付等の内容の評価・検討、当社取締役会の提示した代替案の検討等を

行います。

(ⅳ) 買付者等が、本対応策の手続を遵守しない場合や当社の企業価値または株主の皆様の共同の

利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会は、独立委員会の判断を経た上、

新株予約権の無償割当てを実施するか否かを決定します。

(ⅴ) 上記(ⅱ)乃至(ⅳ)にかかわらず、当社取締役会は、(ａ)買付者等が本対応策に定める手続を

遵守しているとともに、買付等が当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損することが明白

ではない場合で、かつ、(ｂ)新株予約権の無償割当ての実施について株主総会を開催するこ

とが実務上可能である場合には、独立委員会における手続の他、株主意思確認株主総会を招

集して、当該株主総会において、新株予約権の無償割当てを実施するか否かを決定します。

② コーポレート・ガバナンス

３. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み

① 買収防衛策の目的

② 買収防衛策の概要
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(ⅵ) 本対応策に基づく対抗措置として、新株予約権を割り当てる場合には、当該新株予約権に、

買付者等およびその関係者による権利行使は認められないという行使条件、および当社が買

付者等およびその関係者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができ

る旨の取得条項が付されることが予定されています。

(ⅶ) 本対応策の有効期間は、平成26年３月期に関する定時株主総会終結の時までとします。

本対応策は、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株

主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時

間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることによ

り、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。

当社は、次の理由から、本対応策は、当社株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(ⅰ) 経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針」の要件を完全に充足し、また、東京証券取引所

の「有価証券上場規程」および大阪証券取引所の「企業行動規範に関する規則」に定められ

る買収防衛策の導入に係る尊重事項を全て充足していること。さらに、本対応策は、企業価

値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り

方」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえていること。

(ⅱ) 株主意思を重視するものであること。

(ⅲ) 独立性の高い社外者の判断を重視し、適時適切な情報開示を定めていること。

(ⅳ) 合理的な客観性要件を設定していること。

(ⅴ) 外部専門家の意見を取得することとしていること。

(ⅵ) 当社取締役の任期は１年であること。

(ⅶ) デットハンド型（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収

防衛策）やスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができな

いため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではないこと。

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は11億60百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く事業環境は、消費の低迷に加え、穀物原料および原油の高値圏での推移が続

き、製造原価および物流費などを押し上げる結果となっており、引き続きこの状況が続くものと予想さ

れます。

当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、コストダウンによる自助努力はもちろ

ん、適正な製品価格形成と販売数量の拡大を推進するとともに、「長持ちする油」等お客様のニーズに

応えた商品開発に更に積極的に取り組んでまいります。

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金調達は、自己資金のほか銀行借入や社債発行等により調達しております。

当社グループは健全な財務状態及び営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力を持つことか

ら、成長を維持するために必要な運転資金及び投融資資金を調達することが可能であると考えておりま

す。

４. 上記の取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

① 本対応策が基本方針に沿うものであること

② 本対応策が株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的

とするものでないこと
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(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

原料高騰は、人口増加・新興諸国の生活水準の向上など構造的な問題であり、今後もこの傾向が続く

ものと予想しております。また、国内においては周知のとおり人口減少・少子高齢化が確実に進行して

おり、国内市場の縮小は避けられません。

このような構造的な課題に対処するためには、当社が長年培った技術力を武器に、付加価値商品の開

発、アライアンスも含めた海外への進出を積極的に目指してまいります。
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 540,000,000

計 540,000,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 167,542,239 167,542,239

東京証券取引所
(市場第一部)

大阪証券取引所
(市場第一部)

単元株式数 1,000株

計 167,542,239 167,542,239 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成23年12月31日 ― 167,542 ― 10,000 ― 32,393
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当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年９月30日)に基づく株主名簿による記

載をしております。

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が11,000株(議決権11個)お

よび豊産商事株式会社（現 株式会社Ｊ-ウィズ）名義の株式（株主名簿上は同社名義となっております

が、実質的に所有しておりません。）が1,000株（議決権１個）含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式813株および相互保有株式660株が含まれており

ます。

(注)  当第３四半期連結会計期間末日における自己株式保有数は612,000株（および単元未満株式34株）であります。

該当事項はありません。

(6) 【大株主の状況】

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 611,000

(相互保有株式)

普通株式 18,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

165,927,000
165,927 ―

単元未満株式
普通株式

986,239
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 167,542,239 ― ―

総株主の議決権 ― 165,927 ―

② 【自己株式等】

平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社Ｊ-オイルミルズ

東京都中央区明石町８－１ 611,000 ― 611,000 0.36

(相互保有株式)
太田油脂株式会社

愛知県岡崎市福岡町下荒追28 18,000 ― 18,000 0.01

計 ― 629,000 ― 629,000 0.38

２ 【役員の状況】
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月１

日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について

－11－



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,778 5,495

受取手形及び売掛金 33,621 ※1  38,969

有価証券 8 －

商品及び製品 13,167 13,034

原材料及び貯蔵品 17,152 16,270

繰延税金資産 1,359 1,314

その他 2,353 1,970

貸倒引当金 △15 △13

流動資産合計 73,425 77,040

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,346 12,171

機械装置及び運搬具（純額） 19,928 18,589

土地 20,047 19,746

建設仮勘定 2,095 3,104

その他（純額） 1,586 1,388

有形固定資産合計 56,004 55,001

無形固定資産 619 554

投資その他の資産

投資有価証券 9,347 9,182

長期貸付金 383 320

繰延税金資産 204 0

その他 994 840

貸倒引当金 △136 △137

投資その他の資産合計 10,792 10,206

固定資産合計 67,417 65,762

資産合計 140,843 142,803

－12－



(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,979 16,895

短期借入金 17,690 18,190

1年内返済予定の長期借入金 2,733 7,646

未払法人税等 592 1,181

未払消費税等 9 613

賞与引当金 782 355

役員賞与引当金 41 28

災害損失引当金 300 61

その他 11,457 12,875

流動負債合計 48,586 57,848

固定負債

社債 5,000 5,000

長期借入金 10,570 2,910

繰延税金負債 3,654 2,924

退職給付引当金 2,874 2,951

役員退職慰労引当金 252 271

環境対策引当金 122 188

長期預り敷金保証金 2,034 2,161

その他 1,270 1,161

固定負債合計 25,778 17,569

負債合計 74,365 75,417

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 31,633 31,633

利益剰余金 23,368 24,418

自己株式 △210 △210

株主資本合計 64,791 65,841

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,653 1,572

繰延ヘッジ損益 54 17

為替換算調整勘定 △22 △45

その他の包括利益累計額合計 1,685 1,544

純資産合計 66,477 67,385

負債純資産合計 140,843 142,803
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 129,578 139,852

売上原価 108,054 117,723

売上総利益 21,523 22,128

販売費及び一般管理費 18,119 18,013

営業利益 3,403 4,114

営業外収益

受取利息 10 5

受取配当金 145 215

持分法による投資利益 106 －

雑収入 111 83

営業外収益合計 373 304

営業外費用

支払利息 263 236

持分法による投資損失 － 23

雑支出 70 54

営業外費用合計 334 314

経常利益 3,442 4,104

特別利益

固定資産売却益 12 3

投資有価証券売却益 0 1

関係会社清算益 88 －

貸倒引当金戻入額 23 －

受取保険金 － 55

特別利益合計 125 59

特別損失

固定資産除却損 313 142

固定資産売却損 1 0

減損損失 82 92

投資有価証券評価損 6 4

投資有価証券売却損 － 0

会員権評価損 0 3

リース解約損 5 20

環境対策引当金繰入額 1 66

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 314 －

特別損失合計 726 329

税金等調整前四半期純利益 2,841 3,834

法人税、住民税及び事業税 1,111 1,689

法人税等調整額 30 △240

法人税等合計 1,141 1,449

少数株主損益調整前四半期純利益 1,699 2,385

少数株主利益 － －

四半期純利益 1,699 2,385
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,699 2,385

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △374 △73

繰延ヘッジ損益 △196 △37

持分法適用会社に対する持分相当額 △12 △30

その他の包括利益合計 △584 △141

四半期包括利益 1,115 2,243

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,115 2,243

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

【会計方針の変更等】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(1)第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正よ

り、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成

21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

(2)平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得

税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復

興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始する事業年度より法人税率が変

更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなりま

す。

平成24年３月31日まで 40.69 ％

平成24年４月１日から平成27年３月31日 38.01 ％

平成27年４月１日以降 35.64 ％

この税率の変更により繰延税金負債の純額が329百万円減少し、法人税等調整額が

223百万円減少しております。

(3)当社の連結子会社であります㈱Ｊ－ビジネスサービスは、平成24年４月１日をもっ

て、当社と合併することとなりました。また、平成22年２月１日より休眠会社であり

ました豊神サービス㈱は平成24年２月17日開催の臨時株主総会において解散すること

を決議し、清算手続きを行うことといたします。これに伴う連結財務諸表への重要な

影響はございません。
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※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

２ 偶発債務

従業員の金融機関に対する借入金の保証をしております。

３ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。この

契約にもとづく当第３四半期連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりであります。

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）

及びのれんの償却費は、次のとおりであります。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

受取手形 ― 138百万円

計 ― 138百万円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

従業員住宅等借入金 10百万円 10百万円

計 10百万円 10百万円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

貸出コミットメントラインの総額 15,000百万円 15,000百万円

借入実行残高 ― ―

差引額 15,000百万円 15,000百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日

至 平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日

至 平成23年12月31日）

減価償却費 4,798百万円 4,615百万円

のれんの償却額 16 〃 16 〃
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前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

(株主資本等関係)

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 667 4 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

平成22年11月８日
取締役会

普通株式 667 4 平成22年９月30日 平成22年12月６日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 667 4 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

平成23年11月７日
取締役会

普通株式 667 4 平成23年９月30日 平成23年12月５日 利益剰余金
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Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(注)  1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料・スターチ・栄養補助食

品・化成品の製造、加工、販売ならびに不動産賃貸等の各種サービス等が含まれております。

２．セグメント利益の調整額△2,445百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,445百万円

が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「製油事業」セグメントにおいて、生産設備の一部及び倉庫設備を休止資産としたことにより、減損

損失を計上いたしました。減損損失の計上額は当第３四半期連結累計期間においては1百万円でありま

す。

「その他」セグメントにおいて、生産設備の一部を休止資産としたことにより、減損損失を計上いた

しました。減損損失の計上額は当第３四半期連結累計期間においては81百万円であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他

（注１）
合計

調整額
（注２）

四半期連結損益
計算書計上額

（注３）製油事業

売上高

  外部顧客への売上高 119,138 10,440 129,578 ─ 129,578

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

160 32 193 △193 ─

計 119,299 10,472 129,771 △193 129,578

セグメント利益 5,478 371 5,849 △2,445 3,403
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(注)  1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料・スターチ・栄養補助食

品・化成品の製造、加工、販売ならびに不動産賃貸等の各種サービス等が含まれております。

２．セグメント利益の調整額△2,288百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,288百万円

が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「製油事業」セグメントにおいて、生産設備の一部を休止資産としたことにより、減損損失を計上

いたしました。なお、減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては92百万円でありま

す。

(単位：百万円)

報告セグメント
その他

（注１）
合計

調整額
（注２）

四半期連結損益
計算書計上額

（注３）製油事業

売上高

  外部顧客への売上高 129,168 10,683 139,852 ― 139,852

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

223 32 255 △255 ―

計 129,391 10,716 140,107 △255 139,852

セグメント利益 6,093 310 6,403 △2,288 4,114
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１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

該当事項はありません。

第10期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)中間配当については、平成23年11月７日開催の

取締役会において、平成23年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当

を行うことを決議し、配当を行いました。

(１株当たり情報)

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 10円17銭 14円29銭

    (算定上の基礎)

    四半期純利益金額(百万円) 1,699 2,385

    普通株主に帰属しない金額 ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,699 2,385

    普通株式の期中平均株式数(株) 166,932,935 166,924,321

(重要な後発事象)

２ 【その他】

① 配当金の総額 667百万円

② １株当たりの金額 ４円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成23年12月５日
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該当事項はありません。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成24年２月13日

株式会社Ｊ－オイルミルズ

取締役会  御中

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社Ｊ－オイルミルズの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会
計期間(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から
平成23年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計
算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実
施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社Ｊ－オイルミルズ及び連結子会社
の平成23年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に
表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    今  井  靖  容    印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    坂  本  満  夫    印

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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